
これまでの議論を踏まえ、本検討会議結果（資料２）の「総合的意見（総合的な

連携対応策など）」に、次の総括的意見を追記してはどうか。 

 

○ 本検討会では、これまで、緊急避妊薬のスイッチ OTC 化に関する多くの課題点と対

応策について十分に検討・整理し、議論を尽くしたうえで、本検討結果を総合的にとり

まとめた。本検討会としては、総じて、課題点に対応したうえで緊急避妊薬の早期のス

イッチ OTC 化が望まれるとの方向性の意見であった。 

しかしながら、緊急避妊薬をスイッチ OTC 化する際には、企業からの OTC としての薬

事承認申請を受け、薬事・食品衛生審議会等における迅速な対応策の採否判断及

び薬事承認が必要となる。 

加えて、薬剤師による対面販売を担保できる医薬品販売に係る薬事規制の検討が

必要であるほか、対応策の選択・採否にあたり、試験的運用を通じて更なるデータ・情

報の集積が望ましいとの意見もある。 

このため、今後、一定の要件を満たす特定の薬局に限定し、試行的に女性へ緊急

避妊薬（処方箋医薬品）の販売を行うこと（処方箋医薬品の取扱に関する通知の

一部改正が必要）を通じ、緊急避妊薬の適正販売が確保できるか、あるいは代替手

段（チェックリスト、リーフレット等の活用等）でも問題ないか等を調査解析し（モデル

的調査研究の実施）、その結果を厚生労働省が広く公表するとともに、薬事・食品衛

生審議会要指導・一般用医薬品部会等にも報告し、個別品目審査・審議の際の具

体的対応策の選択・採否の一助として使うことも考えられる。 

いずれにしても、緊急避妊薬のスイッチ OTC 化を望む多くの女性に思いをいたし、こ

れらのことについて可能な限り早期の対応が強く望まれる。 


